
法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人名  社会福祉法人　見真福祉会

事業所名        

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資    産    の    部
当年度末 前年度末 増    減

負    債    の    部
当年度末 前年度末 増    減

流動資産  59,673,512  56,455,237   3,218,275 流動負債   7,919,139   5,489,675   2,429,464
  現金預金  50,560,049  44,658,446   5,901,603   事業未払金   2,300,342   1,551,639     748,703
  事業未収金   3,141,610   1,344,526   1,797,084   1年以内返済予定リース債務     943,800     943,800
  未収補助金   5,971,853  10,169,925  -4,198,072   預り金      13,552       6,200       7,352
  貯蔵品      30,000     -30,000   職員預り金   3,559,482   2,931,940     627,542
  前払費用     252,340    -252,340   賞与引当金   1,101,963     999,896     102,067
固定資産 380,091,070 388,837,349  -8,746,279 固定負債   8,696,940   4,004,160   4,692,780
 基本財産 189,122,390 202,014,931 -12,892,541   リース債務   4,247,100   4,247,100
  建物 189,122,390 202,014,931 -12,892,541   退職給付引当金   4,449,840   4,004,160     445,680
 その他の固定資産 190,968,680 186,822,418   4,146,262 負債の部合計  16,616,079   9,493,835   7,122,244
  土地   9,600,000   9,600,000                             純  資  産  の  部                            
  建物     226,973     277,862     -50,889 基本金  10,665,374  10,665,374
  構築物  18,844,059  22,731,008  -3,886,949   一号基本金   1,437,494   1,437,494
  車輌運搬具     188,905      74,375     114,530   二号基本金     990,588     990,588
  器具及び備品   1,979,673   2,527,494    -547,821   三号基本金   8,237,292   8,237,292
  有形リース資産   5,190,900   5,190,900 国庫補助金等特別積立金  75,031,620  81,005,242  -5,973,622
  権利      88,330     107,519     -19,189   国庫補助金等特別積立金  75,031,620  81,005,242  -5,973,622
  退職給付引当資産   4,449,840   4,004,160     445,680 保育所施設・設備整備積立金 150,400,000 147,500,000   2,900,000
  保育所施設・設備整備積立資産 150,400,000 147,500,000   2,900,000 次期繰越活動増減差額 187,051,509 196,628,135  -9,576,626

  次期繰越活動増減差額 187,051,509 196,628,135  -9,576,626
  （うち当期活動増減差額）  -6,676,626   3,843,028 -10,519,654

純資産の部合計 423,148,503 435,798,751 -12,650,248
資産の部合計 439,764,582 445,292,586  -5,528,004 負債及び純資産の部合計 439,764,582 445,292,586  -5,528,004



法人単位事業活動計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名  社会福祉法人　見真福祉会

事業所名        

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

(単位：円)

勘　定　科　目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)
サ 収 保育事業収益 112,631,011 118,644,513  -6,013,502
｜ 益 経常経費寄附金収益     106,889     108,282      -1,393
ビ     サービス活動収益計(1) 112,737,900 118,752,795  -6,014,895
ス 人件費  86,381,282  82,591,302   3,789,980
活 費 事業費  17,236,279  16,426,511     809,768
動 事務費   5,875,861   6,339,796    -463,935
増 用 減価償却費  18,034,436  17,867,238     167,198
減 国庫補助金等特別積立金取崩額  -5,973,622  -6,117,087     143,465
の     サービス活動費用計(2) 121,554,236 117,107,760   4,446,476
部 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  -8,816,336   1,645,035 -10,461,371
サ 収 受取利息配当金収益       3,418       3,217         201
｜ 益 その他のサービス活動外収益   2,876,395   2,815,656      60,739
ビ     サービス活動外収益計(4)   2,879,813   2,818,873      60,940
ス その他のサービス活動外費用     740,100     660,080      80,020
活 費
動
外
増 用
減
の     サービス活動外費用計(5)     740,100     660,080      80,020
部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)   2,139,713   2,158,793     -19,080
経常増減差額(7)=(3)+(6)  -6,676,623   3,803,828 -10,480,451
特 収 施設整備等補助金収益     808,000    -808,000
別 益     特別収益計(8)     808,000    -808,000
増 費 固定資産売却損・処分損           3           3
減 用 国庫補助金等特別積立金積立額     768,800    -768,800
の     特別費用計(9)           3     768,800    -768,797
部 特別増減差額(10)=(8)-(9)          -3      39,200     -39,203
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  -6,676,626   3,843,028 -10,519,654
繰 前期繰越活動増減差額(12) 196,628,135 199,785,107  -3,156,972
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 189,951,509 203,628,135 -13,676,626
活 基本金取崩額(14)
動 その他の積立金取崩額(15)
増 その他の積立金積立額(16)   2,900,000   7,000,000  -4,100,000
減
差
額
の
部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 187,051,509 196,628,135  -9,576,626



見真福祉会

現況報告書（令和5年4月1日現在） 別紙１

１．法人基本情報

(1)都道府県区分 (2)市町村区分 (3)所轄庁区分 (4)法人番号 (5)法人区分 (6)活動状況

(7)法人の名称
(8)主たる事務所の住所
(9)主たる事務所の電話番号 (10)主たる事務所のＦＡＸ番号 (11)従たる事務所の有無
(12)従たる事務所の住所
(13)法人のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ
(15)法人の設立認可年月日 (16)法人の設立登記年月日

２．当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員 (2)評議員の現員 (3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績)（円）

～

～

～

～

～

～

～

３．当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員 (2)理事の現員 (3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績)（円）

～

～

～

～

～

～

４．当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員 (2)監事の現員 (3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績)（円）

～

～

５．前会計年度・当該会計年度における会計監査人の状況

６．当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数
①常勤専従者の実数 ➁常勤兼務者の実数 ③非常勤者の実数

常勤換算数 常勤換算数
(2)施設・事業所職員の人数
①常勤専従者の実数 ➁常勤兼務者の実数 ③非常勤者の実数

常勤換算数 常勤換算数

７．前会計年度に実施した評議員会の状況

令和4年6月11日 6 1 0 0
第1号議案　2021年度　決算の件
第2号議案　2021年度　事業報告の件　2022年度　事業計画の件
第3号議案　その他の件

(1)評議員会ごとの評議
員会開催年月日

(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・
会計監査人別の出席者数 (3)評議員会ごとの決議事項

評議員 理事 監事 会計監査人

0.0 0.0

13 0 15
0.0

0 0 0

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名）
(1-2)前会計年度
の会計監査人の監
査報酬額（円）

(1-3)前年度
決算にかかる
定時評議員
会への出席の
有無

(2-1)当該会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名）

(2-2)当該会計年
度の会計監査人の
監査報酬額
（円）

3 社会福祉事業に識見を有する者（その他） 3

井下　勲 学識 2 無 令和3年6月12日
R3.6.15 R5.6.30 6 財務管理に識見を有する者（その他） 3

(3-3)監事選任の評議
員会議決年月日

(3-4)監事の任期 (3-5)監事要件の区分別該当状況
(3-7)前会計年度にお
ける理事会への出席回
数

齋藤　博 保護司 2 無 令和3年6月12日
R3.6.15 R5.6.30

2 2 0

(3-1)監事の氏名

(3-2)①監事の職業 (3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事⾧」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事⾧(会⾧等の他の役職名を使用している法人がある。)である。
　　　「業務執行理事」とは、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

2 無
R3.6.15 R5.6.30 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者 2 無 2 理事報酬のみ支給 3棚谷　光雄 3 その他理事 2 非常勤 令和3年6月12日 団体役員

2 無
R3.6.15 R5.6.30 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者 2 無 1 理事報酬及び職員給料ともに支給 3根本　智江 3 その他理事 1 常勤 令和3年6月12日 保育士

2 無
R3.6.15 R5.6.30 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者 2 無 1 理事報酬及び職員給料ともに支給 3鈴木　勝 3 その他理事 2 非常勤 令和3年6月12日 寺院役員

2 無
R3.6.15 R5.6.30 3 施設の管理者 1 有 1 理事報酬及び職員給料ともに支給 3秋山　正子 2 業務執行理事 1 常勤 令和3年6月12日 寺院役員

2 無
R3.6.15 R5.6.30 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者 2 無 2 理事報酬のみ支給 3小森　勇一 2 業務執行理事 2 非常勤 令和3年6月12日 保護司

2 無
R3.6.15 R5.6.30 3 施設の管理者 1 有 1 理事報酬及び職員給料ともに支給 3秋山　順弘 1 理事⾧ 平成28年6月3日 1 常勤 令和3年6月12日 保育園園⾧

(3-7)理事の
所轄庁からの
再就職状況

(3-8)理事の任期 (3-9)理事要件の区分別該当状況

(3-10)各理
事と親族等特
殊関係にある
者の有無

(3-11)理事報酬等の支給形態

(3-13)前会
計年度におけ
る理事会への
出席回数

6 6 2 特例無

(3-1)理事の氏名

(3-2)理事の役職(注) (3-3)理事⾧への就任
年月日

(3-4)理事の
常勤・非常勤

(3-5)理事選任の評議
員会議決年月日 (3-6)理事の職業

0

増田　直 R3.6.15 R7.6.30 2 無 1 有 1会社員　福祉施設経営

益子　勇樹 R3.6.15 R7.6.30 2 無 1 有 1会社員

本間　大和 R3.6.15 R7.6.30 2 無 1 有 1介護士

R7.6.30 2 無 1 有 1介護士

佐久間　和子 R3.6.15 R7.6.30 2 無 1 有 0私塾講師

金野　等 R3.6.15 R7.6.30 2 無 1 有 1会社員

深谷　明子 R3.6.15 R7.6.30 2 無 1 有 1個人経営主

中野　のり子 R3.6.15

(3-1)評議員の氏名 (3-3)評議員の任期 (3-4)評議員の所
轄庁からの再就職
状況

(3-5）他の社会福祉法人の評
議員・役員・職員との兼務状況

(3-7)前会計年度における評
議員会への出席回数(3-2)評議員の職業

http://www.syoutoku.or.jp (14)法人のﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ syoutoku@oregano.ocn.ne.jp
昭和47年3月12日 昭和47年3月26日

7 7 0

見真福祉会
茨城県 日立市 滑川本町1丁目15-6
0294-22-7133 0294-22-7136 2 無

08 茨城県 202 日立市 08202 6050005007006 01 一般法人 01 運営中

1/3



見真福祉会

現況報告書（令和5年4月1日現在） 別紙１

(4)うち開催を省略した回数

８．前会計年度に実施した理事会の状況

(4)うち開催を省略した回数

９．前会計年度に実施した監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名

(2)監査報告により求められた改善すべき事項

(3)監査報告により求められた改善すべき
　　　事項に対する対応

１０．前会計年度に実施した会計監査(会計監査人による監査に準ずる監査を含む)の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分

１１．前会計年度における事業等の概要　－　(1)社会福祉事業の実施状況

１１．前会計年度における事業等の概要　－　(2)公益事業

１１．前会計年度における事業等の概要　－　(3)収益事業

１１．前会計年度における事業等の概要　－　(4)備考

11-2．地域における公益的な取組（地域公益事業(再掲)含む）

（イ）修繕費合計額（円）イ　大規模修繕 （ア）－１修繕年月日
（１回目）

（ア）－２修繕年月日
（２回目）

（ア）－３修繕年月日
（３回目）

（ア）－４修繕年月日
（４回目）

（ア）－5修繕年月日
（５回目）

⑦事業所単
位での定員

⑧年間(4月～3
月）利用者延べ総
数（人／年）

⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）

ア　建設費 （ア）建設年月日 （イ）自己資金額（円） （ウ）補助金額（円） （エ）借入金額（円） （オ）建設費合計額（円） ウ　延べ床面積

①-1拠点
区分コード
分類

①-2拠点
区分名称

①-3事業類型コー
ド分類 ①-4実施事業名称 ➁事業所の名称

③事業所の所在地
④事業所の
土地の保有
状況

⑤事業所の
建物の保有
状況

⑥事業所単位での事業開
始年月日

（イ）修繕費合計額（円）イ　大規模修繕 （ア）－１修繕年月日
（１回目）

（ア）－２修繕年月日
（２回目）

（ア）－３修繕年月日
（３回目）

（ア）－４修繕年月日
（４回目）

（ア）－5修繕年月日
（５回目）

⑧年間(4月～3
月）利用者延べ総
数（人／年）

⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）

ア　建設費 （ア）建設年月日 （イ）自己資金額（円） （ウ）補助金額（円） （エ）借入金額（円） （オ）建設費合計額（円） ウ　延べ床面積

①-1拠点
区分コード
分類

①-2拠点
区分名称

①-3事業類型コー
ド分類 ①-4実施事業名称 ➁事業所の名称

③事業所の所在地
④事業所の
土地の保有
状況

⑤事業所の
建物の保有
状況

⑥事業所単位での事業開
始年月日

⑦事業所単
位での定員

646.660
イ大規模修繕 昭和11年10月1日 平成15年3月31日 平成24年12月1日 平成25年3月16日 331,566,784

3 自己所有 昭和43年4月1日 70 1,271
ア建設費 昭和49年4月1日 1,133,674 6,547,000 7,680,674002 滑川聖徳保

育園

02091201 保育所 滑川聖徳保育園
茨城県 日立市 滑川本町1-15-6 2 民間からの賃借等

イ大規模修繕

昭和43年4月1日 0 0
ア建設費 0001 本部

00000001 本部経理区分 本部
茨城県 日立市 滑川本町1-15-6 2 民間からの賃借等 3 自己所有

ウ　延べ床面積

イ　大規模修繕 （ア）－１修繕年月日
（１回目）

（ア）－２修繕年月日
（２回目）

（ア）－３修繕年月日
（３回目）

（ア）－４修繕年月日
（４回目）

（ア）－5修繕年月日
（５回目） （イ）修繕費合計額（円）

ア　建設費 （ア）建設年月日 （イ）自己資金額（円） （ウ）補助金額（円） （エ）借入金額（円） （オ）建設費合計額（円）

④事業所の
土地の保有
状況

⑤事業所の
建物の保有
状況

⑥事業所単位での事業開
始年月日

⑦事業所単
位での定員

⑧年間(4月～3
月）利用者延べ総
数（人／年）

⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）

01 無限定適正意見

①-1拠点
区分コード
分類

①-2拠点
区分名称

①-3事業類型コー
ド分類 ①-4実施事業名称 ➁事業所の名称

③事業所の所在地

なし

なし

0

齋藤　博
井下　勲

令和5年3月22日 6 2

第1号議案　2023年度予算の件
第2号議案　2023年度事業計画について
第3号議案　処遇改善の件
第4号議案　その他の件

令和4年5月28日 6 2
第1号議案　2021年度　決算の件
第2号議案　2021年度　事業報告の件　2022年度　事業計画の件
第3号議案　その他の件

令和4年12月24日 6 2
第1号議案　前期事業報告の件
第2号議案　補正予算案の件
第3号議案　その他の件

0

(1)理事会ごとの理事会
開催年月日

(2)理事会ごとの理事・監事
別の出席者数 (3)理事会ごとの決議事項

理事 監事
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見真福祉会

現況報告書（令和5年4月1日現在） 別紙１

１２．社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況  （社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません）

（1）社会福祉充実残額等の総額（円）
（2）社会福祉充実計画における計画額（計画期間中の総額）
　　①社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業）（円）
　　②地域公益事業（円）
　　③公益事業（円）
　　④合計額（①＋②＋③）（円）
（3）社会福祉充実残額の前年度の投資実績額
　　①社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業）（円）
　　②地域公益事業（円）
　　③公益事業（円）
　　④合計額（①＋②＋③）（円）
（4）社会福祉充実計画の実施期間 ～

１３．透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組
　①任意事項の公表の有無
　　㋐事業報告
　　㋑財産目録
　　㋒事業計画書
　　㋓第三者評価結果
　　㋔苦情処理結果
　　㋕監事監査結果
　　㋖附属明細書
(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況
　①事業運営に係る公費（円）
　➁施設・設備に係る公費（円）
　③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）
(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について

１４．ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況
　①実施者の区分
　➁実施者の氏名（法人の場合は法人名）
　③業務内容
　④費用［年額］（円）
(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況
　①所轄庁から求められた改善事項

　➁実施した改善内容

１５．その他

退職手当制度の加入状況等（複数回答可）
① 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（(独)福祉医療機構）に加入
② 中小企業退職金共済制度（(独)勤労者退職金共済機構）に加入
③ 特定退職金共済制度（商工会議所）に加入
④ 都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業･施設の職員を対象とした退職手当制度に加入
⑤ その他の退職手当制度に加入（具体的に:●●●　　）
⑥ 法人独自で退職手当制度を整備
⑦ 退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない

１６．社員として所属する社会福祉連携推進法人の名称

無
2 無
2 無

1 有
2 無
2 無

1 有

1 有

107,482,301
0

施設名 直近の受審年度

1 有
1 有
1 有
1 有
1 有
1 有

0
0
0

0

0
0
0
0

0

①取組類型コード分類
➁取組の名称 ③取組の実施場所(区域)

④取組内容
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法人単位資金収支計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名  社会福祉法人　見真福祉会

事業所名        

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)

勘　定　科　目 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B)
保育事業収入 112,749,300 112,631,011     118,289

事 収 経常経費寄附金収入     110,000     106,889       3,111
業 受取利息配当金収入       3,418       3,418
活 入 その他の収入   2,892,500   2,876,395      16,105
動     事業活動収入計(1) 115,755,218 115,617,713     137,505
に 人件費支出  85,957,500  85,833,535     123,965
よ 支 事業費支出  17,274,612  17,236,279      38,333
る 事務費支出   5,905,600   5,875,861      29,739
収 出 その他の支出     750,000     740,100       9,900
支     事業活動支出計(2) 109,887,712 109,685,775     201,937

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   5,867,506   5,931,938     -64,432
施 収
設 入     施設整備等収入計(4)
整 固定資産取得支出     280,000     279,680         320
備 支 ファイナンス・リース債務の返済支出     471,900     471,900
等
に
よ 出
る
収     施設整備等支出計(5)     751,900     751,580         320
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)    -751,900    -751,580        -320
そ 収 拠点区分間繰入金収入     100,000     100,000
の 入     その他の活動収入計(7)     100,000     100,000
他 積立資産支出   3,345,680   3,345,680
の 拠点区分間繰入金支出     100,000     100,000
活 支
動
に
よ 出
る
収     その他の活動支出計(8)   3,445,680   3,345,680     100,000
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)  -3,345,680  -3,345,680
予備費支出(10)   1,769,926

    ―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)   1,834,678  -1,834,678

前期末支払資金残高(12)  51,965,458  51,965,458
当期末支払資金残高(11)+(12)  51,965,458  53,800,136  -1,834,678



社会福祉法人見真福祉会定款 

 

第一章 総則 

 

（目 的） 

第一条 この社会福祉法人（以下「法人」という。）は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して

総合的に提供されるように創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、心身ともに

健やかに育成されるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。 

        （１）第二種 社会福祉事業 
イ 保育所  滑川聖徳保育園の設置経営 
ロ 地域子育て支援拠点事業 
ハ 一時預かり事業 

 
（名称） 

第二条 この法人は、社会福祉法人見真福祉会という。 

 

（経営の原則等） 

第三条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うた

め、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営

の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。 

２ この法人は、地域社会に貢献する取組として、子育て世帯を支援するため、無料又は低額な料金で福祉サ

ービスを積極的に提供するものとする。 

 

（事務所の所在地） 

第四条 この法人の事務所を茨城県日立市滑川本町１丁目１５番６号に置く。 

 

 

第二章 評議員 

 

（評議員の定数） 

第五条 この法人に評議員７名を置く。 

 

（評議員の選任及び解任） 

第六条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会にお

いて行う。 

２ 評議員選任・解任委員会は、監事2名、外部委員2名の合計4名で構成する。 

３ 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営についての細則は、

理事会において定める。 



４ 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由

を委員に説明しなければならない。 

５ 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員

の1名以上が出席し、かつ、外部委員の１名以上が賛成することを要する。 

 

（評議員の任期） 

第七条 評議員の任期は、選任後四年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結

の時までとし、再任を妨げない。 

２ 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了す

る時までとする。 

３ 評議員は、第五条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに

選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。 

 

（評議員の報酬等） 

第八条 評議員に対して、各年度の総額が100万円を超えない範囲で、評議員会において定める役員等報酬規

程に従って算定した額を、報酬として支給することができる。 

 

 

第三章 評議員会 

 

（構成） 

第九条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。 

 

（権限） 

第一〇条 評議員会は、次の事項について決議する。 

(1) 理事及び監事の選任又は解任 

(2) 理事及び監事の報酬等の額 

(3) 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準 

(4) 計算書類（貸借対照表及び収支計算書）及び財産目録の承認 

(5) 定款の変更 

(6) 残余財産の処分 

(7) 基本財産の処分 

(8) 社会福祉充実計画の承認 

(9) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 

 

（開催） 

第一一条 評議員会は、定時評議員会として毎会計年度終了後３ヶ月以内に1 回開催するほか、必要がある場合

に開催する。 



 

（招集） 

第一二条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。 

２ 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求す

ることができる。 

 

（決議） 

第一三条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、

その過半数をもって行う。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3 分

の2 以上に当たる多数をもって行わなければならない。 

(1) 監事の解任 

(2) 定款の変更 

(3) その他法令で定められた事項 

３ 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1 項の決議を行わなければならな

い。理事又は監事の候補者の合計数が第15 条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の

中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。 

４ 第１項及び第２項の規定にかかわらず、評議員（当該事項について議決に加わることができるものに限

る。）の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の決議があったものとみ

なす。 

 

（議事録） 

第一四条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 

２ 議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人二名は、前項の議事録に記名押印又は

署名する。 

 

 

第四章 役員及び職員 

 

（役員の定数） 

第一五条 この法人には、次の役員を置く。 

（１）理事 ６名 

（２）監事 ２名 

２ 理事のうち一名を理事長とする。 

３ 理事長以外の理事のうち、2名以内を業務執行理事とすることができる。 

 

（役員の選任） 

第一六条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。 



２ 理事長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 

 

（理事の職務及び権限） 

第一七条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。 

２ 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、 

業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。 

３ 理事長及び業務執行理事は、毎会計年度に4 箇月を超える間隔で2 回以上、自己の職務の執行の状況を理

事会に報告しなければならない。 

 

（監事の職務及び権限） 

第一八条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 

２ 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をす

ることができる。 

 

（役員の任期） 

第一九条 理事又は監事の任期は、選任後二年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員

会の終結の時までとし、再任を妨げない。 

２ 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 

３ 理事又は監事は、第一五条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後

も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 

 

（役員の解任） 

第二〇条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができ

る。 

(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 

(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 

 

（役員の報酬等） 

第二一条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において定める

役員等報酬規程に従って算定した額を、報酬として支給することができる。 

 

（職員） 

第二二条 この法人に、職員を置く。 

２ この法人の設置経営する施設の長他の重要な職員（以下「施設長等」という。）は、理事会において、選

任及び解任する。 

３ 施設長等以外の職員は、理事長が任免する。 

 

 



第五章 理事会 

 
（構成） 

第二三条 理事会は、全ての理事をもって構成する。 

 

（権限） 

第二四条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては理事長が専

決し、これを理事会に報告する。 

(1) この法人の業務執行の決定 

(2) 理事の職務の執行の監督 

(3) 理事長及び業務執行理事の選定及び解職 

 

（招集） 

第二五条 理事会は、理事長が招集する。 

２ 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。 

 

（決議） 

第二六条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過

半数をもって行う。 

２ 前項の規定にかかわらず、理事（当該事項について議決に加わることができるものに限る。） の全員が書

面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき（監事が当該提案について異議を 述べたときを除

く。）は、理事会の決議があったものとみなす。 

 

（議事録） 

第二七条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 

２ 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印又は署名する。 

 

 

第六章 資産及び会計 

 
（資産の区分） 

第二八条 この法人の資産は、これを分けて基本財産とその他財産の二種とする。 

２ 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。 

（１） 茨城県日立市滑川本町１丁目３１３番地及び同３１５番地に所在の鉄筋コンクリート作り２階建 

園舎 

園舎１棟（延面積６８５．６２平方メートル）      

（２） 茨城県日立市滑川本町１丁目３１３番地及び同３１４番地に所在の鉄筋コンクリート鉄骨造スレ

ート葺陸屋根２階建滑川聖徳保育園園舎１棟（延面積２１７．５８平方メートル）        



３ その他財産は、基本財産以外の財産とする。 

４ 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第二項に掲げるため、必要な手続をとらなければなら

ない。 

 

（基本財産の処分） 

第二九条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会及び評議員会の承認を得て、日立市

長の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、日立市長の承認は必要としない。 

一 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合 

二 独立行政法人福祉医療機構と協調融資（独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資

金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以

下同じ。）に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合（協調融資に係る担

保に限る。） 

 
（資産の管理） 

第三〇条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。 

２ 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換え

て、保管する。 

 
（事業計画及び収支予算） 

第三一条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日までに、理事長が作

成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。 

２ 前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供す

るものとする。 

 

（事業報告及び決算） 

第三二条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の

監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。 

(1) 事業報告 

(2) 事業報告の附属明細書 

(3) 貸借対照表 

(4) 収支計算書（資金収支計算書及び事業活動計算書） 

(5) 貸借対照表及び収支計算書（資金収支計算書及び事業活動計算書）の附属明細書 

(6) 財産目録 

２ 前項の承認を受けた書類のうち、第1 号、第3 号、第4 号及び第6 号の書類については、定時評議員会に

提出し、第1 号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければなら

ない。 

３ 第1 項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5 年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を

主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 



(1) 監査報告 

(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿 

(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類 

(4) 事業の概要等を記載した書類 

 
（会計年度） 

第三三条 この法人の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三一日をもって終わる。 

 

（会計処理の基準） 

第三四条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める

経理規程により処理する。 

 
（臨機の措置） 

第三五条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、

理事総数の三分の二以上の同意がなければならない。 

 

 

第七章 解散 

 

（解散） 

第三六条 この法人は、社会福祉法第四六条第一項第一号及び第三号から第六号までの解散事由により解散す

る。 

 

（残余財産の帰属） 

第三七条 解散（合併又は破産による解散を除く。）した場合における残余財産は、評議員会の決議を得て、

社会福祉法人並びに社会福祉事業を行う学校法人及び公益財団法人のうちから選出されたものに帰属す

る。 

 

 

第八章 定款の変更 

 

（定款の変更） 

第三八条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、日立市長の認可（社会福祉法第四五

条の三六第二項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。）を受けなければならない。 

２ 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を日立市長に届け出な

ければならない。 

 

 



第九章 公告の方法その他 

 

（公告の方法） 

第三九条 この法人の公告は、社会福祉法人見真福祉会の掲示場、官報、新聞又は電子公告に掲載して行う。 

 

（施行細則） 

第四〇条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。 

 

 

附則 

この法人の設立当初の役員は、次の通りとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、この定款に基づき、

役員選任を行うものとする。 

昭和４７年 １月 ２０ 日 

         理事（理事長）  藤井 實 

         理事       菅野 文男 

     理事       森川 文之助 

         理事       青塚 俊順       

         理事       根本 欣三 

     理事       秋山 順恵                

     監事       鈴木 喜之治 

         監事       塙  とよ 

  

 附則 

     この法人の定款変更の際の役員は次のとおりとする。 

      昭和４９年 ３月３０日 

          理事（理事長）  秋山 順恵  

          理事        藤井 實 

理事       根本 欣三 

          理事       菅野 文男 

理事       森川 文之助 

     理事        青塚 俊順 

     監事       鈴木 喜之治 

          監事       国井 朋子 

 

 附則 

      この法人の定款変更の際の役員は次のとおりとする。 

        昭和５９年 １月２０日 

          理事（理事長）  秋山 順恵 



          理事       藤井 實 

          理事       根本 茂 

          理事       深谷 文男 

          理事       根本 栄 

     理事       秋山 弘一 

          監事       鈴木 孝一 

          監事       平沢 孝 

 

附則 

    この法人の定款変更の際の役員は次のとおりとする。 

      １９９４（平成６）年 １月 ７日 

          理事（理事長）  秋山 弘一 

          理事       藤井 實 

     理事              深谷 明子 

          理事       秋山 正子 

          理事       小森 勇一 

          理事       古川 実 

      監事       平沢 孝 

          監事       鈴木 孝一 

 

附則 

  この法人の定款変更の際の役員は次のとおりとする。 

      ２０００年（平成１２年） １月 ２３日 

          理事（理事長）  秋山 弘一 

          理事       藤井 實 

     理事              深谷 明子 

          理事       秋山 正子 

          理事       小森 勇一 

          理事       岩崎 敬次 

      監事       平沢 孝 

          監事       鈴木 孝一 

 

附則 

  この法人の定款変更の際の役員は次のとおりとする。 

      ２００１年（平成１３年） ５月 ２０日 

          理事（理事長）  秋山 弘一 

          理事       藤井 実 

     理事              深谷 明子 



          理事       秋山 正子 

          理事       小森 勇一 

          理事       岩崎 敬次 

      監事       平沢 孝 

          監事       鈴木 孝一  

 

附則 

この法人の定款変更の際の役員は次のとおりとする。 

      ２００８年（平成２０年） １２月 ２０日 

          理事（理事長）  秋山 弘一 

          理事              深谷 明子 

          理事       小森 勇一 

          理事       岩崎 敬次 

理事       秋山 順弘 

理事       作山 里美 

      監事       斉藤 博 

          監事       関  寿男 

 

附則 

この法人の定款変更の際の役員は次のとおりとする。 

      ２００９年（平成２１年） ５月 ２３日 

          理事（理事長）  秋山 弘一 

          理事              深谷 明子 

          理事       小森 勇一 

          理事       岩崎 敬次 

理事       秋山 順弘 

理事       作山 里美 

      監事       斉藤 博 

          監事       関  寿男 

 

附則  

この法人の定款変更の際の役員は次のとおりとする。 

２０１０年（平成２２年）   １２月１８日 

     理事（理事長）  秋山 弘一 

     理事              深谷 明子 

     理事       小森 勇一 

     理事       岩崎 敬次    

     理事       秋山 順弘 



     理事       作山 里美 

     監事       斉藤 博 

 

附則  

この法人の定款変更の際の役員は次のとおりとする。 

２０１６年（平成２８年）   ６月３日 

     理事（理事長）  秋山 順弘 

     理事              深谷 明子 

     理事       小森 勇一 

     理事       中野 のり子 

理事       秋山 光暁 

     理事       作山 里美 

     監事       斉藤 博 

     監事       井下 勲 

 
附則 

改正後の社会福祉法人見真福祉会定款は平成29年4月1日から施行する。 

ただし、第五条で定める評議員の人数は、平成 29 年 4 月 1 日から平成 32 年 3 月 31 日までの間は 

4 名以上 7 名以内とする。 

  



 
附則  

この法人の定款変更の際の役員、評議員は、次のとおりとする。 

２０１７年（平成２９年）   ４月１日 

理事長      秋山 順弘 

理 事      作山 里美 

理 事      根本 智江 

理 事      小森 勇一 

理 事      川上 しま子 

理 事      秋山 光暁 

監 事      齋藤 博 

    監 事      井下 勲 

評議員      深谷 明子 

評議員      金野 等 

評議員      佐久間 和子 

評議員      中野 のり子 

評議員      本間 大和 

評議員      太田 直樹 

評議員      益子 勇樹 

評議員選考委員  増田 功 

評議員選考委員  遠藤 愛菜 

 

附則 

この法人の定款変更の際の役員、評議員は、次のとおりとする。 

２０１９年（平成３１年）   ４月１日 

理事長      秋山 順弘 

理 事      作山 里美  

理 事      根本 智江 

理 事      小森 勇一 

理 事      川上 しま子 

監 事      齋藤 博 

    監 事      井下 勲 

評議員      深谷 明子 

評議員      金野 等 

評議員      佐久間 和子 

評議員      中野 のり子 

評議員      本間 大和 

評議員      太田 直樹 



評議員      益子 勇樹 

評議員選考委員  増田 功 

評議員選考委員  永谷 祐美 

 

附則 

この法人の定款変更の際の役員、評議員は、次のとおりとする。 

２０２１年（令和３年）   ６月１２日 

理事長      秋山 順弘 

理 事      小森 勇一  

理 事      棚谷 光雄 

理 事      秋山 正子 

理 事      鈴木 勝 

理 事      根本 智江 

監 事      齋藤 博 

    監 事      井下 勲 

評議員      深谷 明子 

評議員      金野 等 

評議員      佐久間 和子 

評議員      中野 のり子 

評議員      本間 大和 

評議員      益子 勇樹 

評議員      増田 直 

評議員選考委員  増田 功 

評議員選考委員  渡辺 茉里 

 



社会福祉法人聖徳・見真福祉会 役員等報酬規程 

 

（目的） 

第１条 この規程は、社会福祉法人聖徳福祉会の役員及び評議員等の報酬等について定めるものである。 

 

（定義） 

第２条 本規程でいう役員とは、理事、監事、評議員、外部委員をいう。 

 

（理事会及び評議員会の出席報酬等） 

第３条 理事及び監事が理事会に出席したときは、次により報酬及び費用弁償費を支払うことができる。 

なお、同日にあわせて法人の業務を行った場合であっても、第４条の報酬及び費用弁償費はこれを支払わ

ないものとする。 

 報    酬 （日額） 費 用 弁 償 （日額） 

理事会出席報酬等 6,000円 4,000円 

 

２ 評議員が評議員会に出席したときは、次により報酬及び費用弁償費を支払うことができる。なお、理事

を兼ねる評議員が理事会に出席し、かつ同一日に開催された評議員会に出席したときは、評議員会出席に

係る報酬及び実費弁償費を支払わないものとする。また、同日にあわせて法人の業務を行った場合であっ

ても、第４条の報酬及び費用弁償費はこれを支払わないものとする。 

 報    酬 （日額） 費 用 弁 償 （日額） 

評議員会出席報酬等 6,000円 4,000円 

 

３ 交通費の実費が、費用弁償費の額を超える場合には、その実費とする。 

 

４ 評議員選任解任委員会 

  同上 

 

（役員及び評議員の勤務報酬等） 

第４条 理事長が理事会及び評議員会以外の日において、法人及び施設の運営のための業務にあたった場合

は、別表１により報酬及び費用弁償費を支払うことができる。 

２ 常務理事が理事会及び評議員会以外の日において、理事長の命を受けて法人及び施設の運営のための業

務にあたった場合は、別表１により報酬及び費用弁償費を支払うことができる。ただし、常務理事が職員

と兼務がない場合においてのみ支払うことができるものとする。 

３ 理事が、理事会以外の日において理事長の命を受けて法人及び施設の運営のための業務にあたった場合、

または評議員が、評議員会以外の日において理事長の命を受けて法人及び施設の運営のための業務にあた

った場合は、別表１により報酬及び費用弁償費を支払うことができる。 

４ 監事が理事会及び評議員会以外の日において、法人及び施設の指導検査への立会及び運営状況の指導ま

たは監査の業務にあたった場合は、別表１により報酬及び費用弁償費を支払うことができる。 

５ 交通費の実費が、費用弁償費の額を超える場合には、その実費とする。 

 

（出張旅費） 

第５条 役員及び評議員が、法人業務のため出張する場合は、次により報酬及び旅費等を支給することがで



きる。 

旅   費 宿泊費（日額） 報酬（日額） そ の 他 

実   費  実   費   8,000円 実  費 

２ 業務遂行に必要な経費は、実費を原則として支給できる。 

３ 旅費は実情を考慮し、増額することができる。 

４ 旅費等は原則として、出張終了後支払うこととするが、必要により事前に概算額を支払い、出張終了後

精算することができる。 

 

（兼務役員） 

第６条 施設の職員を兼務する役員は、施設の職員としての業務を除く法人職務に限り、この規程を適用す

ることができる。 

 

（年間役員報酬） 

第 7条 法人運営の責任負担を考慮して別表 2に定める基本報酬を支給する。 

 

 

 附 則 

 この規程は、2018（平成 30）年 4月 1日より適用する。 

 

 

別表１ 

名      称 報   酬 実費弁償費 備  考 

理 事 長 業 務 報 酬 等（日額）   6,000円   4,000円  

常 務 理 事 業 務 報 酬 等（日額）   6,000円   4,000円  

理事及び評議員業務報酬等（日額）   6,000円   4,000円  

監 事 監 査 指 導 報 酬 等（日額）   6,000円   4,000円  

 

別表２  

年間役員報酬 報   酬  備  考 

理事長    90,000円   

業務執行理事   50,000円   

    

    

 ただし、年度内の理事会の内半数以上に出席し、実務を伴う業務を執行していることを条件とする。 


